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今週のキーワード 
商品の購入金額や来店回数、サービス利用頻度に応じて定められたポイントを付与す

るサービス。ポイントは商品代金の一部に充当したり、商品と交換したりできる。主

に顧客の囲い込み戦略の中で用いられてきたが、「ポイントサービス市場」の規模は

2020年度には2兆300億円までに拡大すると予測されている。 
ポイントサービス  

 

仮想通貨の補償金は雑所得で課税 
非課税の損害賠償金には該当せず―国税庁 

 

仮想通貨の不正送金に関する補償金の課税関係

に関心が寄せられるなか、国税庁はこのほど、「仮

想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償

を受けた場合」の取扱いを公表した。仮想通貨交換

業者から受け取った補償金は、非課税となる損害賠

償金には該当せず、雑所得として課税対象になるこ

とが明らかとなった。その理由は「一般的に、顧客

から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払

われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代

えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮

想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一

の結果となり、本来所得となるべきもの又は得られ

たであろう利益を喪失した部分が含まれていると

考えられる」というもの。 

なお、補償金の計算の基礎となった１単位当たり

の仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低

額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が

生じることになるため、その場合には、その損失を

他の雑所得の金額と通算することができる。 

仮想通貨ＮＥＭの流出事件では、被害額が580億

円にのぼったものの、取引所運営者のコインチェッ

クが今年１月、対象となるＮＥＭ保有者約26万人に

対し、自己資産から捻出して不正流出相当額を日本

円で返金する方針を明らかにしていた。しかし、こ

の仮想通貨に代えて支払われる補償金の税務上の

取扱いについては、非課税扱いの損害賠償金となる

のか。雑所得となるのかが注目されていた。 

「ポイント」で投資できる資産運用サービス！ 
低リスク・手軽さが金融商品のトレンドになるか 

 

年金への不安や低金利の貯蓄を避けて資産運

用を始める若年層が増えているが、他方で「リス

クが怖い」「投資原資がない」という声も多い。

若年層市場の開拓に各社が知恵を絞るなか、“究

極”ともいえる低リスク商品が、注目を集める。 

㈱クレディセゾンは2016年12月から、クレジッ

トカードに付与するポイントで投資を体験でき

る「ポイント運用」サービスを開始。利用者は13

万人に達する人気ぶりだ。有効期限がない「永久

不滅ポイント」も同社のウリだが、この永久不滅

ポイントを擬似的に投資する。運用は「アクティ

ブ」「バランス」「日本株（TOPIX）」「アメリ

カ株（VOO）」の４コースで「つみたて機能」も

ある。運用次第でポイントが増減し、換金もでき

ないが、ポイントとしては実利になる。ポイント

は非課税扱いである点も人気の一因だろう。 

ポイントを実際の投資の元本に使えるのがイ

ンヴァスト証券の「インヴァストカード」だ。㈱

ジャックスと提携し、「日本初のポイント積立投

資専用」と謳ったクレジットカードを発行した。

還元率は１％で毎月換金も可能だが、ポイントを

世界のＥＴＦ（上場投資信託）に自動的に投資す

ることで長期的には高い収益も狙えるという。 

二つのサービスにも共通するのは、リスクを抑

えつつ、「買い物のついでに」の感覚で資産運用

が行える点。こうした気軽さが若年層向けの金融

商品では“キーポイント”になりそうだ。 
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